
 
 
 

 
 
 

 
                                        平成２４年６月２９日 

                                           鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室  
 

 

第２７回「エコレールマーク」の認定について 
 

 

１．エコレールマーク制度について 

エコレールマーク制度は、地球環境に優しい鉄道貨物輸送を一定以上利用している商品又は企業

に対して、「エコレールマーク」の認定を行い、マークの表示によって消費者に判断基準を提供す

る制度です。「エコレールマーク」の表示された商品等を通じて、流通過程において企業が地球環

境問題に貢献していることを消費者に意識していただき、企業の鉄道貨物輸送へのモーダルシフト

を促進することを目的としています。 
 

○認定商品 

・５００ｋｍ以上の陸上貨物輸送のうち３０％以上鉄道を利用している商品 

○認定企業 

 ・５００ｋｍ以上の陸上貨物輸送のうち１５％以上鉄道を利用している企業 

 ・数量で年間１万５千トン以上または、数量×距離で年間１，５００万トンキロ以上の輸送に鉄道を利用している企業 
 

２．今回の新規認定について 

平成２４年６月２８日（木）に第２７回「エコレールマーク運営・審査委員会」(委員長 苦瀬博仁 

東京海洋大学教授）が開催され、エコレールマークの認定商品として８件を新たに認定することが

決定されました。 

くせ   ひろひと 

新規エコレールマーク認定商品（８件） 
①Ｐａｎａｓｏｎｉｃ乾電池ＥＶＯＬＴＡ １．５Ｖリチウム【パナソニック株式会社】 

②充電式 ＥＶＯＬＴＡ【パナソニック株式会社】 

③Ｐａｎａｓｏｎｉｃマイクロ電池【パナソニック株式会社】 

④Ｐａｎａｓｏｎｉｃ電池式ＬＥＤライト【パナソニック株式会社】 

⑤パリッテ【江崎グリコ株式会社】 

⑥パナップ【江崎グリコ株式会社】 

⑦牧場しぼり【江崎グリコ株式会社】 

⑧ポッキー【江崎グリコ株式会社】 

（ポッキーチョコレート・ポッキー極細・ポッキー＜ソルティ☆＞・いちごポッキー・ 

つぶつぶいちごポッキー・ポッキーチョコレート（９袋）・いちごポッキー（９袋）) 
 

今回の認定を受け、認定商品は合計で８６件（１４０品目）となりました。認定企業は７５件で増減ありま

せん。また、株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス及び愛宕倉庫株式会社が今回新たに協賛企業

となり、協賛企業は合計で１７件となりました。 

 

 

 

【問い合わせ先】 

鉄道局鉄道事業課ＪＲ担当室 岡部、宮田 

代表：03-5253-8111 内線：40242,40223 

直通：03-5253-8529 

F A X：03-5253-1635 



今回「エコレールマーク」の認定を受けた商品 
 

１．新規エコレールマーク認定商品（８件） 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②充電式 EVOLTA 
【パナソニック株式会社】 

 
①Panasonic 乾電池EVOLTA 1.5Vリチウム 

【パナソニック株式会社】 

 
③Panasonic マイクロ電池 
【パナソニック株式会社】 

 
④Panasonic 電池式 LEDライト 
【パナソニック株式会社】 

 
⑤パリッテ 

【江崎グリコ株式会社】 

 
⑥パナップ ⑦牧場しぼり 

【江崎グリコ株式会社】 【江崎グリコ株式会社】 



 

 
⑧ポッキー 

 【江崎グリコ株式会社】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポッキーチョコレート   ポッキー極細      ポッキー＜ソルティ☆＞  いちごポッキー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つぶつぶいちごポッキー      ポッキーチョコレート（９袋）      いちごポッキー（９袋） 

 

  （注）「ポッキー」は第２１回「エコレールマーク運営・審査委員会」（平成２２年４月）で商品認定を受けていますが、 

    登録商品の変更のため、今回新たに認定を受けたものです。 

 

※そのほか、株式会社ジェイアール貨物・東北ロジスティクス及び愛宕倉庫株式会社が 

今回新たに協賛企業となり、協賛企業は合計で１７件となりました。 

 

協賛企業：エコレールマーク商品又は取組企業の輸送・流通に関わっている企業等であって、エコレー

ルマークを多くの一般消費者に普及させるため、エコレールマーク運営・審査委員会が

適当と判断するもの 

 


